
 

 

 
 

地方創生及び地方分権改革の推進に関する決議 

 

我が国が将来にわたり活力ある社会を維持し、人口減少に歯止め

をかけ、それぞれの地域で住みよい環境を確保していくためには、地

方創生の推進が不可欠である。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終年となる平成３１年度を翌

年に控え、次期総合戦略も視野に入る中、地方創生を実現するために

は、地方創生に係る事業の円滑な実施のための必要な財源を継続的

に確保するとともに、交通ネットワークなど社会基盤の地域間格差

を是正することが重要である。 

また、国と地方が相互に連携を図りながら、一体となって課題に取

り組むことが重要であるとともに、地方分権改革の更なる推進が不

可欠である。 

よって、国においては、地方創生及び地方分権改革の推進に向け、

特に下記の事項を実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 地方創生の推進について 

(1) 次期まち・ひと・しごと総合戦略の策定に当たっては、現行の

地方創生推進交付金事業や地方創生拠点整備交付金事業などの

枠組みにとどまることなく、これら事業の効果を高めるために

必要な交通基盤の強化など社会資本の整備についても適切に位

置付けること。 

(2) 地方が自主性・主体性を最大限発揮して継続的に地方創生に

取り組めるよう、まち・ひと・しごと創生事業費を拡充・継続す

ること。 

(3) 地方創生推進交付金については、長期にわたり施策が展開で

きるよう継続的なものとし、総額の確保を図るとともに、地域の

実情を踏まえた、自由度の高い、より使い勝手のよいものとする

こと。また、効果的・効率的な事業展開が可能となるよう、事業

申請に係る手続を簡素化し、速やかに交付決定すること。 

 



 

 

 
 

(4) 地方創生拠点整備交付金や地方大学・地域産業創生交付金、そ

の他地方創生関連補助金については、地方版総合戦略に基づく

施策や事業を安定的・継続的に推進する必要があることから、地

方の意見等を十分踏まえ、要件の緩和など弾力的な運用と積極

的な採用を図り、施設整備事業等の需要に適切に配慮すること。 

 

２ 地方分権改革の推進について 

(1) 提案募集方式により、今後も、地方からの提案の実現に向けて

積極的に検討・採用を行うとともに、地方が自主的・主体的な取

組を行うことができるよう、「従うべき基準」の廃止又は参酌化

を含めた更なる義務付け・枠付けの見直し及び国から地方への

更なる事務・権限の移譲を行うこと。 

なお、事務・権限の移譲等に当たっては、一般財源ベースでの

適切な財源移転を一体的に行うとともに、人員等の課題につい

ては、地方の自主性・主体性を十分踏まえ、対応すること。 

(2) 地方分権改革の進展により、地方議会の役割は一層重要性を

増していることから、議会の自主性・自律性をより高め、各議会

が地域の実情に応じ、自らの判断により権能を行使できるよう、

地方議会の活動を制約している法令上の諸規定の更なる見直し

を図ること。 

 

以上決議する。 

 

  平成３０年５月３０日 

 

全国市議会議長会 

  


